
(2)所得の控除について

医療費控除を受けられる方は、明細書又は医療保険者から交付を受けた医療費通知

申告者の給与収入が８５０万円を超え、次の（1）～（3）のいずれかに該当する場合は、給与所得から所
得金額調整控除が控除されます。対象者（１人）を記入してください。
（1）本人が特別障害者に該当する
（2）年齢２３歳未満の扶養親族を有する
（3）特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

配偶者特別控
除

⑲

給 与 所 得⑥

②

③

所得を証明できる書類

(４)

(５)
医療費控除の特例を受けられる方は、明細書及び健康の保持増進、疾病の予防への取組として行った「一定の取組」
を明らかにする書類　　※領収書添付による申告はできません。（領収書添付不可）

社会保険料（国民健康保険、国民年金、介護保険など）、生命保険料、地震保険料、障害者、勤労学生等の各種控除を
受けられる方は、各種控除証明書、障害者手帳、学生証など

①給与・年金所得のある方は、源泉徴収票
②営業等・農業・不動産所得のある方は、収支内訳のわかる帳簿又は書類など
③その他の所得がある方は、収入額及び必要経費がわかる書類など

(３)

④

俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの所得

⑦ 雑 所 得
著述家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、放送謝金、貸金利子（非営業の利子に限る）、年金、
恩給などの他の所得に当てはまらない所得

紀の川市役所　本庁　税務課　及び　各支所、出張所

※ 申告相談会場設置期間中は、各申告相談会場にて提出してください。

【 申告書の提出期限 】

  このリーフレットは申告書の記入にあたってのあらましを説明したものです。詳細なご質問やわかりにくいところがあれば、下記
までお問い合わせください。

ひ と り 親 控 除

(１)

寄附金控除

農 業 所 得
農産物の生産・果樹などの栽培・養蚕・農家が兼営する家畜、家きんの飼育や、わら加工品その他これ
らに類するもの、酪農品の生産などの事業から生ずる所得

不 動 産 所 得 貸家・貸事務所・貸室・アパート・貸ガレージ・貸宅地・ネオンサイン設置などによる所得

利 子 所 得

（15）
所得金額調整控除

に関する事項

(４) 前年中の収入がなかった方

※

(６) 雑損控除を受けられる方は、り災証明や災害関連支出金の領収書など

(７) 日本国外に居住する親族に係る扶養親族などの適用を受ける方は、親族関係書類及び送金関係書類

【 申告書の提出先 】

(4）所得金額調整控除に関する事項について

(12)
配当割額、株式等
譲渡所得割額控除

特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した方で、住民税配当割･株式
等譲渡所得割が源泉徴収されている場合、当該配当割額･株式等譲渡所得割額を所得割額から控除
し、控除することができなかった金額があれば、その金額を充当又は還付します｡

（１３）

配偶者に５８万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合、申告者及び配偶者
の合計所得金額に応じて控除されます。申告者の合計所得金額が１，０００万円を超える場合は、控除
は受けられません。控除額は裏面の表を確認してください。

公社債及び預貯金の利子、公社債投資信託や貸付信託などの分配金の所得

⑤ 配 当 所 得
株式の配当・出資の配当、商法上の「金銭の分配」（いわゆる中間配当）、企業組合・農事組合法人な
どの余剰金の分配、建設利息、相互保険会社の基金利息、証券投資信託（公社債投資信託を除きま
す。）の分配金などの所得

※

(1)所得について

① 営 業 等 所 得 卸売業・小売業・製造業・修理業・建設業・金融業・運輸業・サービス業などから生ずる所得

〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井３３８番地　　紀の川市役所　税務課　ＴＥＬ 0736-77-2511

郵送により申告書を提出する場合は、必要書類を添付のうえ、申告書は１枚目のみを送付し、２枚目の「控」は保管してお
いてください。なお、「控」に受付印の押印が必要な方は、返信用の封筒（宛名を記入し切手を貼付）をご自身でご用意いた
だき同封してください。

令和８年３月１６日 （月）

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じくする子（総所得金額等が５８万円以下）のある現に婚姻をしてい
ない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人。（合計所得金額５００万円以下）　　【控除額３０万
円】※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない事。
勤労学生とは、給与所得等を有する学生のうち、合計所得金額が８５万円以下で、その合計所得金額の
うち給与所得など以外の所得の合計額が１０万円以下の人。【控除額２６万円】

勤労学生控除⑯

⑮

⑭

(２)(３)に該当する方でも、社会保険料控除、医療費控除などの各種控除を加える場合は申告が必要です。

※

申告者、同一生計配偶者又は扶養親族の障害の等級に応じて控除を受けることができます。
　特別障害者・・・障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある人で、身体障害者手帳１・２級、
　　　　　　　　　　 精神障害者保健福祉手帳１級、療育手帳Aなどの人
　普通障害者・・・身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人、精神障害者
　　　　　　　　　　 保健福祉手帳の交付を受けている人、療育手帳Bなどの人（特別障害者を除く）
【控除額　普通障害者２６万円、特別障害者３０万円、同居特別障害者　５３万円】

特別障害者控
除

⑰

普通障害者控
除

⑱

(４)に該当する方でも、国民健康保険加入者の方、介護保険被保険者の方や非課税（所得）証明が必要になる方など、
所得確定が必要な方は申告が必要です。

【マイナンバー関係書類】　　番号確認と本人確認ができる書類

【 申告に必要なもの 】

※郵送により申告書を提出する場合は、上記確認書類の写しを添付してください。
　 扶養親族等の個人番号については、申告書に記入していただきますが、確認書類の提示又は写しの添付は必
   要ありません。

個人番号カード　又は　通知カード＋本人確認書類（運転免許証など）

⑲ 配 偶 者 控 除
申告者の妻又は夫で、前年の１２月３１日（年の途中で死亡した人については、その死亡の日）現在生計
を一にする人で、前年中の合計所得金額が５８万円以下である人。申告者の合計所得金額が１，０００
万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。控除額は裏面の表を確認してください。(２) 申告書

(３)

⑩ 社会保険料控除

(２) 前年中の収入が給与収入のみで勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている方

⑬ 地震保険料控除 前年中に支払った地震保険料について裏面を参考に算出してください。

前年中に支払った国民健康保険税（料）・国民年金保険料・介護保険料・その他の保険料の合計額。

【 申告が必要な方 】
⑪

小規模企業共済等
掛金控除

前年中に支払った第一種共済掛金や心身障害者扶養共済掛金の合計額。

１月１日現在紀の川市内に住所のある方。　ただし、下記に該当する方は申告の必要はありません。 ⑫ 生命保険料控除
前年中に支払った一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について裏面を参考に算出し
てください。

(１) 所得税の確定申告書を税務署に提出される方

（１）夫と離婚した後再婚していない人で、子以外の扶養親族がある人、又は、（２）夫と死別した後再婚し
ていない人や夫が生死不明の人。（１）、（２）とも合計所得金額が５００万円以下の人。【控除額２６万円】
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない事。

寡 婦 控 除

　市県民税申告書は、市県民税、国民健康保険税、介護保険料等を決定する際の基礎資料となるばかりでなく、
福祉、医療、教育資金等の給付の資料、各種申請の際必要となる課税（所得）証明書のもとになるものです。

令和８年度（令和７年分所得）市民税・県民税の申告について

前年中の収入が公的年金のみの方

申告者、配偶者又はその他の扶養親族のために前年中に医療費を支払った場合、次の金額が控除されます。
（支払った医療費－保険金などで補てんされる金額）－（総所得金額等の合計額×５％又は１０万円とのいずれか
少ない額）
ただし、限度額は２００万円で医療費控除の明細書や医療費通知書が必要です。（医療費の領収書は自宅で5年間
の保存が必要です。）
セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）が創設され、医療費控除との選択になり、次の金額が控除されま
す。　　スイッチOTC医薬品購入代金－12,000円＝控除額（上限88,000円）

(3)税額控除について

以下の団体等に対して２，０００円を超える寄付を行った場合については、税額控除が受けられます。
（１）都道府県・市区町村（特例控除対象）に対する寄附金
（２）住所地の都道府県共同募金会・日赤支部、都道府県・市区町村（特例控除対象以外）に対する寄附金
（３）都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

扶 養 控 除⑳

医 療 費 控 除㉕

申告者と、前年の１２月３１日(年の途中で死亡した方については、その死亡の日）現在生計を一にし、前
年中の合計所得金額が５８万円以下の扶養親族のうち、年齢１６歳以上の方（平成２２年１月１日以前に
生まれた人）で扶養控除を受けられる方を記入してください。
・ 老人扶養・・・昭和３１年１月１日以前に生まれた人（７０歳以上）
・ 同居老親等扶養・・・同居している老人扶養親族で、申告者か配偶者の親・祖父母（直系尊属）
・ 特定扶養・・・平成１５年1月２日から平成１９年１月１日までに生まれた人（１９歳以上２３歳未満）
・その他の扶養・・・昭和３１年１月２日から平成１５年１月１日、平成１９年１月２日から平成２２年１月１
日に生まれた人　【控除額　老人扶養３８万円、同居老親等扶養４５万円、特定扶養４５万円、一般扶養
３３万円】
※１６歳未満の扶養親族の記入欄について扶養親族のうち、年齢１６歳未満の方（平成２２年１月２日以後に生まれ
た人）について記入してください。均等割、所得割の非課税限度額の算定に必要となります。
※別居の扶養親族がいる場合は申告書の（10）「別居の扶養親族等に関する事項」に記入してください。

特定親族特別控除
特定扶養親族で５８万円を超える所得があるため扶養控除の適用が受けられない場合、扶養対象者の
合計所得金額に応じて控除されます。控除額は裏面の表を確認してください。

㉑

基礎控除㉒

申告者の合計所得金額が2,400万円以下　　　　　　　　　　　　　控除額：４３万円
申告者の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下　　控除額：２９万円
申告者の合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下　　控除額：１５万円
申告者の合計所得金額が2,500万円を超える　　　　　　　　 　　控除額：　０円



老人控除対象配偶者　※昭和３１年１月１日以前に生まれた方（７０歳以上）

（３）　新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を
受ける場合の控除

Ｄ

《公的年金等を受給している方》
厚生年金・国民年金・共済年金・厚生年金基金・恩給などの公的年金
等の収入について公的年金等の源泉徴収票の支払い金額を申告書
の（2）「収入金額等及び所得金額」のク欄に記入してください。２ヶ所
以上から年金を受給している場合は、その収入金額の合計を記入し
てください。（遺族年金・障害年金は課税の対象にはなりません。）
下記の表にあてはめて所得を計算し、申告書の（2）「収入金額等及び
所得金額」の⑦欄に記入してください。

原稿料・講演料等や郵便年金・互助年金などの公的年金等
の収入とみなされない収入は、申告書の（7）「雑所得（公的年
金等以外）に関する事項」の欄に記入の上、所得金額を計算
し、公的年金等の所得がある場合はそれと合計して申告書の
（2）「収入金額等及び所得金額」の⑦欄に記入してください。
なお、収入金額は（ク）公的年金等、（ケ）業務に係るもの、
（コ）その他のものに分けて記入してください。
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした
継続的なものをいいます。

6万円

120万円超123万円以下 3万円

⑲ 配偶者控除・配偶者特別控除

15,000円

95万円超100万円以下 41万円

100万円超105万円以下 31万円

105万円超110万円以下 21万円

※ 旧長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
　(1)　平成18年12月31日までに締結した契約（保険期間又は共済期間
　　　 の始期が平成19年1月1日以後のものは除く）
　(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の
　　　契約
　(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていない
　　　もの

申告書の（3）「所得から差し引かれる金額」の⑬に「Ｅ」
の金額を記入してください。

地震保険料控除額 （Ｃ＋Ｄ）

旧長期保険料の控除額

5,001円
Ｄ

最高25,000円
円

Ｂ×0.5＋2,500円

～

～

15,001円

5,000円

10,000

Ｂの金額

円

Ｅ

Ｂの金額

円

円

～

（例）　給与収入が1,925,000円の場合
　1,925,000円　÷　4　＝　481,250円 (千円未満の端数切捨て）
　481,000円　×　2.8　－　80,000円　＝　1,266,800円
　給与所得額　＝　　1,266,800円

～

70,001円

各保険料控除額（合計） 最高70,000円

（２）平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等（旧契約）

35,000～

Ｃ

Ｅ

申告書の（3）「所得から差し引かれる金額」の⑫に「Ｄ」の金
額を記入してください。

円

Ａの金額

　新契約分については（１）の計算方法により、旧契約分については
（２）の計算方法によります。ただし保険料等の上限はそれぞれ２
８，０００円になります。

50,000円

Ｂ 　旧長期保険料 （合計）

地震保険料控除額

円

32,001円

～

円

千円未満の端数
切捨て

,000
Ｂ

 Ｂ×2.8－80,000円

 Ｂ×3.2－440,000円

Ａ・B・C×0.25＋14,000円

（
円

円

円

56,000円

　一般生命保険料 （合計）

円

15,001円

70,000円

40,000円

　個人年金保険料 （合計）

32,000円 円

28,000 円56,001円

Ａ・B×0.5＋7,500円

円

Ａ・Bの金額

申告書の（3）「所得から差し引かれる金額」の⑫に「Ｅ」の金
額を記入してください。

40,001円

Ａ

Ｂ

～

社会保険料控除⑩

　介護医療保険料 （合計）

Ｃ 　個人年金保険料 （合計）

保険料の控除額

⑫

12,001円 ～

国民健康保険税（料）・国民年金保険料・介護保険料な
どで前年中に支払った分や給与等から差し引かれた金
額の合計額を記入してください。

Ａ・B・C×0.5＋6,000円

円12,000円 Ａ・B・Cの金額～

（１）平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等(新契約）

生命保険料控除額

Ｄ

保険料の金額

～

Ｂ

Ａ

円

円

Ｃ

生命保険料控除（上限７０，０００円）＝一般生命保険料控除
＋個人年金保険料控除＋介護保険料控除

Ａ×0.5

地震保険料の控除額

　地震保険料 （合計）

～ 25,00050,001円 円

円
～

（新＋旧）一般生命保険料控除・上限（２８，０００円）
（新＋旧）個人年金保険料控除・上限（２８，０００円）

⑬

円

保険料の控除額

円
8,500,000円～

Ａ ÷ ４

Ａ

 A－1,950,000円

円

円3,599,999円～

3,600,000円
）

1,900,000円

6,600,000円

　一般生命保険料 （合計）

8,499,999円～

円

◎所得金額調整控除

 A×0.9－1,100,000円

円

(1)給与等の収入金額が850万円を超える場合で、次の（ア）～
（エ）のいずれかに該当するときは所得金額調整控除を給与所得
の金額から差し引く。（ア）特別障害者に該当する （イ）２３歳未満の
扶養親族を有する （ウ）特別障害者である同一生計配偶者を有す
る （エ）特別障害者である扶養親族を有する
　【所得金額調整控除＝（給与等の収入金額（1,000万円を超える場
合は1,000万円） - ８５０万円）×０．１】

(2)給与所得及び公的年金雑所得があり、それらの合計額が１０万
円を超える場合、所得金額の計算の際に所得調整控除として給与
所得の金額から差し引く。
　【所得金額調整控除 ＝ （給与所得（１０万円を超える場合は１０
万円） ＋ 公的年金等に係る雑所得（１０万円を超える場合は１０万
円）） － １０万円】

※（１）、（２）の両方に該当する場合は、（１）の控除後に（２）の金額
を控除します。

（４）各保険料控除額合計の上限は７０，０００円

Ａ

651,000円

1,899,999円

給与等の収入金額

Ａ・B×0.25＋17,500円

各保険料控除額（合計）

6,599,999円

円

～

15,000円

円
最高70,000円

～

円

保険料の金額

給与所得の金額

円0～650,999円

 Ａ－650,000円

円～

円

Ａの金額

《給与所得のある方》

　下記の表にあてはめて所得を計算し、その金額を申告書の（2）
「収入金額等及び所得金額」の⑥欄に記入してください。

　申告書の（4）「給与所得の内訳」の欄にも記入してください。

（申告者の合計所得金額が１，０００万円以下であること）

110万円超115万円以下 11万円

115万円超120万円以下

円公的年金等の収入金額

控除額

《公的年金等以外の雑所得がある方》
Ａ

58万円超95万円以下 45万円

特定扶養者の合計所得金額

㉑特定親族特別控除

（例）　昭和14年3月21日生まれで公的年金等の収入が3,327,500
円で、その他の合計所得金額が0円の場合
　3,327,500×0.75－275,000＝2,220,625円（円未満切捨て）
年金所得額＝2,220,625円

申告者の合計所得金額

配
偶
者

控
除

配偶者の合計所得金額 900万円以下

58万円以下
一般 33万円 22万円 11万円

※老人 38万円 26万円 13万円

配
偶
者
特
別
控
除

58万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円

95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円

100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円

133万円超 ０円 0円 ０円

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円

130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

所得税における青色申告の承認の有無 承認有り ・ 承認なし

令和８年度　　市民税・県民税　申告書 入
力

整理番号 申告書の２枚目の用紙は、控用となっていますので、記入後に切り離して保管してください。
　　　(令和７年１月１日～令和７年１２月３１日分） （4） 給与所得の内訳 （5） 事業・不動産所得に関する事項

　（宛先）
　 紀の川市長

所得金額
（収入金額－必要経費）

1月1日現在
の 　住 　所

　　　　　　同　　　上 電話番号 △△-〇〇〇〇 １

現　住　所 紀の川市　西大井３３８番地
業種又は

職業
会社員 月 日　　給

円 円円円

80,000

勤務
日数

月　　　　収 所得の種類 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

フ リ ガ ナ 　　　ゼイム　タロウ 個　　　人　　　番　　　号 ２ 80,000

円

○
源
泉
徴
収
票

、
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
は

、
申
告
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。

提出年月日 氏　　　 名 　　　税務　太郎 ３

6 生 年 月 日
明・大

昭・平・令 ３０ ・ １２ ・ １４

７ 80,000 （6） 配当所得に関する事項（1） 所得から差し引かれる金額に関する事項 （2） 収入金額等 及び 所得金額
⑩ 社会保険の種類 支払った保険料

年 月 日 80,000

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。 ５ 80,000

80,000世帯主の氏名 税務　太郎 続柄 本人 ４8 3

1．収入のあった人の記入欄 ( ) ６ 80,000
収入のなかった人及び収入が遺族年金・障害年金・雇用保険・労災保険等のみの人は、
右下の「2.収入のなかった人の記入欄」のみ記入してください。

収入金額等 所得金額
円

①
社　 会
保険料
控 　除

９

10

11

不 　動 　産 ウ ③

12⑫

収入金額
国民健康保険税 298,700

円

事
業

営 業 等 ア 500,000 ８ 80,000
配当所得
の種類

所得の生ずる場所

80,000

円 円

国民年金 155,750 農　　業 イ ② 80,000
円

200,000
円 必要経費 所得金額

（収入金額－必要経費）

合　　　　　　計 454,450 利　　　　 子 エ 80,000④
85,000

⑥ 215,000

30,000 円 円

必要経費

国外株式等に係

る外国所得税額

所得の生ずる場所 収入金額

新生命保険料の計 旧生命保険料の計
配　　　　 当 オ ⑤

（7） 雑所得(公的年金等以外）に関する事項
新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計

円

⑭ □　寡婦控除
そ の 他寡婦控除、

ひとり親控除

10,000 円

所得金額
（収入金額－必要経費）

円

50,000
円 円

専従者給与 キ

△△△△△

和歌山市小松原通〇〇

□　死別 □　生死不明

円

勤務先所在地
公的年金等 ク 3,327,500

⑦ 2,220,625

コ

965,000 種目

業　　務 ケ

合　　　　計

勤　務　先　名

給与（一般） カ 965,000

円

特別控除額

⑯

所得金額
（差引金額－特別控除額）

　ゼイム　ワカコ

⑮
雑

□　ひとり親
　控除

□　勤労学生控除

障害の程度
級
度

合　　　 計
セ円

ソ

⑰∼⑱
1

ﾌﾘｶﾞﾅ
障害の程度

□　離婚 □　未帰還 総

合

譲

渡

短　　期 サ

生   命
保険料
控 　除

賞　　与　　等

介護医療保険料の計

電　話　番　号 ×××-×××-××××

⑧

チ

（8） 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項
障害者
控　 除

個人番号 一　　　　 時 ス 収入金額 必要経費 差引金額
（収入金額－必要経費）

3
級
度氏名 税務　和歌子 長　　期 シ

2

ﾌﾘｶﾞﾅ

（3） 所得から差し引かれる金額
控除の種類 支払い金額等 控除額

38・　1　・26 一　　　　時⑩ 454,450
円

社会保険料控除
タ

合計　セ＋［（ソ＋タ）×１/２］

円

氏名

長期

円 円 円

⑨ 2,635,625
総合譲渡

短期

個人番号

⑲
配
偶
者

ﾌﾘｶﾞﾅ ゼイム　ハナコ
生年

月日

明・大

昭・平

　　　　□　同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）

右上のセの金額を左面のサに、ソの金額をシに、タの金額をスに記入してください。
右のチの金額を左面の⑧の所得金額欄に記入してください。

410,000
円

⑫ 57,500

1

配偶者控

除・配偶者

特別控除・

同一生計配

偶者

氏名 税務　花子
配偶者の合計所

得金額

個 人 番 号

⑳～㉑
1

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 生

年

月

日

扶

 
　
養

　
 

控

　
 

除

特

定

親

族

特

別

控

除

個人番

号
控除額

寡 婦 控 除 、
ひ と り 親 控 除

寡婦　ひとり親

旧長期

60,000続柄 母

特親

個人番号

氏名
氏名

2

ﾌﾘｶ゙ ﾅ

2氏名
勤労学生控除 ⑯

45 万円

33

ゼイム　ワカコ

税務　和歌子
明・大

昭・平 7・ 7・ 4
同居･

別居

の

☑同居

□別居

万円

地震保険
料 控 除

地　震

□開始　　　□廃止

ﾌﾘｶ゙ ﾅ
生命保険料控除

小 規 模 企 業
共済等掛金控除

⑪

⑬ 25,000

（9） 事業専従者に関する事項 （11） 事業税に関する事項

損益通算の特

例適用前の

不動産所得

円

従事月数

非課税所
得など

円

続柄
生年
月日

明・大

昭・平 ・　　・
専従者給与
（控除）額

個人番号 従事月数

専従者給与
（控除）額

事業用

資産の

譲渡損

失など

ﾌﾘｶ゙ ﾅ
続柄

生年
月日

明・大

昭・平 ・　　・氏名

前年中の
開廃業

⑭~

⑮

月　　　　　日

個人番号 従事月数個人番

号
控除額 万円

配 偶 者 （ 特 別 ） 控 除

氏名
氏名 普通障害者控除 本人　配偶者　その他 ⑱ 260,000

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 生

年

月

日

明・大

昭・平 ・　 ・
同居･

別居

の

330,000 □　他都道府県の事務所等
合　　計　　額

4

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 生

年

月

日

明・大

昭・平 ・　 ・
同居･

別居

の

3
3

ﾌﾘｶ゙ ﾅ
続柄

生年
月日

明・大

昭・平 ・　　・
専従者給与
（控除）額

個人番

号
控除額

特別障害者控除 本人　配偶者　その他 ⑰
□同居

□別居

円

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 個人
番号

住所
基 礎 控 除 43万　29万　15万  0円 ㉒ 430,000 氏名

氏名
（10） 別居の扶養親族に関する事項

特 定 親 族 特 別 控 除 ㉑個人番

号
控除額 万円

1

□同居

□別居 扶 養 控 除 一般　特定　老人 ⑳ 780,000

⑲

2

平
・　 ・

個人番

号

氏名 令

個人番

号

3

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 生

年

月

日

平
・　 ・

同居･

別居

の

住所
氏名個人番

号 雑 損 控 除 ㉔ﾌﾘｶ゙ ﾅ 生

年

月

日

㉓ 2,336,950 2

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 個人
番号

同居･

別居

の

☑同居

□別居

続
柄氏名 令 ⑩から21までの計

ゼイム　ジロウ

税務　次郎

住所
氏名 医 療 費 控 除 通常　　特例 ㉕ 73,625 氏名令

同居･

別居

の

□同居

□別居

続
柄

3

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 個人
番号

該当する項目にチェックして、必要事項を記入してください。
別居の扶養親族等がいる場合は、右面（１０）に氏名、個人番

号

扶養控
除

特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、配当割

額又は株式等譲渡所得割額の控除を受けようとする場合は、下の各欄に配当割額及び

株式等譲渡所得割額を記入してください。

都 道 府 県 、 市区町村分
（特例控除対象）

合　　　　計 ㉖ 2,410,575 （13） 寄附金に関する事項（12） 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項
□同居

□別居

続
柄

分離課税に係る所得等のある方は、「市民税・県民税申告書（分離課税
用）」をあわせて提出してください。

円

住所地の共同募金会、日赤支部分、都道府

県、市区町村分（特例控除対象以外）２．収入のなかった人の記入欄

☆
1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（
控
除
対
象
外

）

1

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 生

年

月

日

平

住所

医療費控除
□　生活保護法による生活扶助を受けていた。

個人番号□　その他（
193,625

円

生年

月日

　明・大

　昭・平・令

雑損控
除

損害金額 保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

円 円

24 損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

・　　　・
□　給与から差引き（特別徴収）　　　　□　自分で納付（普通徴収）

（14） 給与所得及び公的年金等に係る所得以外の市県民税の納税方法

・　 ・
25 支払った医療費等 保険金などで補填される金額 □　遺族年金･障害年金･雇用保険･労災保険を受けていた。 フリガナ

続柄

20,000
円

万円

子の子27・6・2

生

年

月

日

明・大

昭・平 56・5・5
同居･

別居

の

□同居

☑別居

続柄

特親

続柄

特親

続柄 子

特親

ゼイム　イチロウ
東京都◇◇区△△税務　一郎

ゼイム　イチロウ

税務　一郎

氏名
特別障害者に

該当する場合

級

度

別居の場

合の住所

円 □　学生であった。 （15）所得金額調整控除に関する事項

　支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。ただ

し、認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営

利活動法人に対する寄附金については、上欄に記入せず、別途「寄附金税額控除

申告書（二）」を提出してください。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄続柄

条 例 指 定 分
都　道　府　県□　次の人から扶養又は援助されていた。

株式等譲渡所得割額控除額
市　区　町　村

配 当 割 額 控 除 額
円

78

（学校名）

資産の種類

損失額、被災損失額

所得金額

個人番号を記入してください。

個人番号を記入してください。

個人番号を記入してください。

個人番号を記入してください。

個人番号を記入してください。

個人番号を記入してください。

個人番号を記入してください。

円 円円 ～ 円～ 円 円

～ 円

10,000,000円  Ａ－1,955,000円  Ａ－1,855,000円  Ａ－1,755,000円 10,000,000円  Ａ－1,955,000円  Ａ－1,855,000円  Ａ－1,755,000円

9,999,999円 円 円

円

7,700,000円  Ａ×0.95－1,455,000円  Ａ×0.95－1,355,000円  Ａ×0.95－1,255,000円 7,700,000円  Ａ×0.95－1,455,000円  Ａ×0.95－1,355,000円

～ 7,699,999円 円 円

 Ａ×0.95－1,255,000円

～ 9,999,999円 円 円 円

～ 7,699,999円 円 円 円

円 円

4,100,000円  Ａ×0.85－685,000円  Ａ×0.85－585,000円  Ａ×0.85－485,000円 4,100,000円  Ａ×0.85－685,000円

円 ～ 4,099,999円 円～ 4,099,999円 円 円

 Ａ×0.85－585,000円  Ａ×0.85－485,000円

円

1,300,000円  Ａ×0.75－275,000円  Ａ×0，75－175,000円  Ａ×0.75－75,000円 3,300,000円  Ａ×0.75－275,000円  Ａ×0，75－175,000円  Ａ×0.75－75,000円

3,299,999円 円 円

～ 600,000円 ～ 1,100,000円

600,001円  Ａ－600,000円 1,100,001円  Ａ－1,100,000円

～ 1,299,999円 円 円 円 ～

500,000円 ～ 1,000,000円

500,001円
0円

 Ａ－500,000円

1,000,001円
0円

 Ａ－1,000,000円

400,001円
0円

 Ａ－400,000円

900,001円

雑所得の金額　（円未満切捨て） 雑所得の金額　（円未満切捨て）

～ 400,000円 0円 ～ 900,000円 0円

Ａの金額 雑所得の金額　（円未満切捨て） 雑所得の金額　（円未満切捨て） 雑所得の金額　（円未満切捨て） Ａの金額 雑所得の金額　（円未満切捨て）

0円

 Ａ－900,000円

～

昭和３６年１月２日以後に生まれた方（６５歳未満の方） 昭和３６年１月１日以前に生まれた方（６５歳以上の方）

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得額

1000万円以下の場合 1,000万円超 2,000万円超の場合 1000万円以下の場合 1,000万円超 2,000万円超の場合2,000万円以下の場合 2,000万円以下の場合


